
宮　崎　県　公　報

発　　行 宮 崎 県
印　　刷

発　行　定　日　毎週月・木曜日
購読料（送料共）　1 年  64,800 円

宮 崎 市 旭 １ 丁 目 ６ 番 2 5 号 　 
K・P クリエイションズ株式会社

令和７年３月27日（木曜日）号外　第 12 号

─ 1 ─
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条　　　　　例

本号で公布された条例のあらまし

◎　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（条例第９号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　人事委員会勧告等を踏まえ、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備を行う等、所要の改正を行うこととしました。　　
　２　施行期日
　　　この条例は、一部の規定を除き、令和７年４年１日から施行することとしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　条　　　例
○職員の給与に関する条例等の一部を改正する条
　例…………………………………………………………（人事課）１

　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　令和７年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第９号
　　　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
　（職員の給与に関する条例の一部改正）
第１条　職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（初任給、昇格及び昇給等の基準）
第３条の２　［略］
２・３　［略］
４　前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合
　の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤
　務した職員の昇給の号給数を４号給（行政職給料表の適用を受け
　る職員でその職務の級が７級以上であるもの及び同表以外の各給
　料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものと
　して人事委員会規則で定める職員にあっては、３号給）とするこ
　とを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するもの
　とする。
５　55歳（人事委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年
　齢で人事委員会規則で定めるもの）を超える職員の第３項の規定
　による昇給は、前項の規定にかかわらず、第３項に規定する期間
　の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、昇
　給させる場合の昇給の号給数は、人事委員会規則で定める基準に
　従い決定するものとする。

　（初任給、昇格及び昇給等の基準）
第３条の２　［略］
２・３　［略］
４　前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合
　の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤
　務した職員の昇給の号給数を４号給（医療職給料表（二）の適用
　を受ける職員のうちその職務の級が７級で人事委員会規則で定め
　るものにあっては、３号給）とすることを標準として人事委員会
　規則で定める基準に従い決定するものとする。

５　55歳（人事委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年
　齢で人事委員会規則で定めるもの）を超える職員並びに行政職給
　料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及
　び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれ
　に相当するものとして人事委員会規則で定める職員の第３項の規
　定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第３項に規定する期
　間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、
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６～９　［略］
　（扶養手当）
第５条の３　扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
　ただし、次項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当
　する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）
　に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務
　の級が９級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職
　員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で
　定める職員（以下「行９級職員等」という。）に対しては、支給
　しない。
２　扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がな
　く主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
　（１）　配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
　　る者を含む。以下同じ。）
　（２）～（６）　［略］
３　扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については１
　人につき 6,500円（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務
　の級が８級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職
　員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で
　定める職員（以下「行８級職員等」という。）にあっては、 3,5
　00円）、前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子
　」という。）については１人につき１万円とする。
４　扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の４月１日
　から満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間（以下「特
　定期間」という。）にある子がいる場合における扶養手当の月額
　は、前項の規定にかかわらず、 5,000円に特定期間にある当該扶
　養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算し
　た額とする。

第５条の４　新たに職員となった者に扶養親族（行９級職員等にあ
　っては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、行９級職員等か
　ら行９級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、
　父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が
　生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に
　届け出なければならない。
　（１）　新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある
　　場合（行９級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を
　　具備するに至った者がある場合を除く。）

　昇給させる場合の昇給の号給数は、人事委員会規則で定める基準
　に従い決定するものとする。
６～９　［略］
　（扶養手当）
第５条の３　扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
　ただし、次項第２号から第５号までのいずれかに該当する扶養親
　族（以下「扶養親族たる父母等」という。）に係る扶養手当は、
　行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が９級であるも
　の及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級が
　これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対して
　は、支給しない。

２　扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がな
　く主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

　（１）～（５）　［略］
３　扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（次項にお
　いて「扶養親族たる子」という。）については、１人につき１万
　 3,000円、扶養親族たる父母等については１人につき 6,500円（
　行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるも
　の及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級が
　これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあって
　は、 3,500円）とする。
４　扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の４月１日
　から満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子が
　いる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、
　 5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た
　額を同項の規定による額に加算した額とする。

５　前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給
　額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会
　規則で定める。
第５条の４　削除

　（２）　扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合（扶養
　　親族たる子又は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶
　　養親族が、満22歳に達した日以後の最初の３月31日の経過によ
　　り、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行９級職員等に
　　扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある
　　場合を除く。）
２　扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族（行９級
　職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。）がある場合におい
　てはその者が職員となった日、行９級職員等から行９級職員等以
　外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合
　においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係
　るものがないときはその職員が行９級職員等以外の職員となった
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　日、職員に扶養親族（行９級職員等にあっては、扶養親族たる子
　に限る。）で同項の規定による届出に係るものがない場合におい
　てその職員に同項第１号に掲げる事実が生じたときはその事実が
　生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは
　、その日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が
　離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、
　又は死亡した日、行９級職員等以外の職員から行９級職員等とな
　った職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出
　に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項
　の規定による届出に係るものがないときはその職員が行９級職員
　等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族（行９級職
　員等にあっては、扶養親族たる子に限る。）で同項の規定による
　届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合に
　おいてはその事実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日
　であるときは、その日の属する月の前月）をもって終わる。ただ
　し、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が
　、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき
　は、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日
　であるときは、その日の属する月）から行うものとする。
３　扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合に
　おいては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の
　初日であるときは、その日の属する月）からその支給額を改定す
　る。前項ただし書の規定は、第１号又は第３号に掲げる事実が生
　じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
　（１）　扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事
　　実が生じた場合
　（２）　扶養手当を受けている職員の扶養親族（行９級職員等にあ
　　っては、扶養親族たる子に限る。）で第１項の規定による届出
　　に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
　（３）　扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第１項
　　の規定による届出に係るものがある行９級職員等が行９級職員
　　等以外の職員となった場合
　（４）　扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に
　　係るものがある行８級職員等が行８級職員等及び行９級職員等
　　以外の職員となった場合
　（５）　扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に
　　係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るも
　　のがある職員で行９級職員等以外のものが行９級職員等となっ
　　た場合
　（６）　扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に
　　係るものがある職員で行８級職員等及び行９級職員等以外のも
　　のが行８級職員等となった場合
　（７）　職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るも
　　ののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子と
　　なった場合
　（地域手当）
第５条の５　［略］
２　地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合
　計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該
　各号に定める割合を乗じて得た額とする。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　３級地　 100分の15
　（４）　４級地　 100分の12
　（５）　５級地　 100分の10

　（地域手当）
第５条の５　［略］
２　地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合
　計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該
　各号に定める割合を乗じて得た額とする。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　３級地　 100分の12
　（４）　４級地　 100分の８
　（５）　５級地　 100分の４
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　（６）　６級地　 100分の６
　（７）　７級地　 100分の３
３　［略］
　（住居手当）
第５条の８　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支
　給する。
　（１）　［略］
　（２）　第５条の10第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を
　　支給される職員で、配偶者が居住するための住宅（宮崎県職員
　　宿舎管理規則に基づく有料の宿舎その他人事委員会規則で定め
　　る住宅を除く。）を借り受け、月額１万 6,000円を超える家賃
　　を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると
　　認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

２・３　［略］
　（通勤手当）
第５条の９　通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
　（１）　通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この項から第３
　　項までにおいて「交通機関等」という。）を利用してその運賃
　　又は料金（以下この項から第３項までにおいて「運賃等」とい
　　う。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用し
　　なければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ
　　って交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした
　　場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び第３
　　号に掲げる職員を除く。）
　（２）・（３）　［略］
２　通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各
　号に定める額とする。
　（１）　前項第１号に掲げる職員　支給単位期間につき、人事委員
　　会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間
　　の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下この号及び次項
　　において「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額
　　を支給単位期間の月数で除して得た額（以下この号及び第３号
　　において「１箇月当たりの運賃等相当額」という。）が５万 5
　　,000円を超えるときは、支給単位期間につき、５万 5,000円に
　　支給単位期間の月数を乗じて得た額（当該職員が２以上の交通
　　機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合に
　　おいて、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が５万 5,000円
　　を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のう
　　ち最も長い支給単位期間につき、５万 5,000円に当該支給単位
　　期間の月数を乗じて得た額）

３　［略］
　（住居手当）
第５条の８　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支
　給する。
　（１）　［略］
　（２）　第５条の10第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を
　　支給される職員で、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と
　　同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が居住するための住
　　宅（宮崎県職員宿舎管理規則に基づく有料の宿舎その他人事委
　　員会規則で定める住宅を除く。）を借り受け、月額１万 6,000
　　円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡
　　上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める
　　もの
２・３　［略］
　（通勤手当）
第５条の９　通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
　（１）　通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この条において
　　「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以下
　　この項から第３項までにおいて「運賃等」という。）を負担す
　　ることを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤す
　　ることが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等
　　を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離
　　が片道２キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員
　　を除く。）
　（２）・（３）　［略］
２　通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各
　号に定める額とする。
　（１）　前項第１号に掲げる職員　支給単位期間につき、人事委員
　　会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間
　　の通勤に要する運賃等の額に相当する額（次項及び第４項にお
　　いて「運賃等相当額」という。）

　（２）　［略］
　（３）　前項第３号に掲げる職員　交通機関等を利用せず、かつ、
　　自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の
　　通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事
　　情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前２号に定
　　める額（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合
　　計額が５万 5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係
　　る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５万 5,0
　　00円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定
　　める額又は前号に定める額
３　第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、人事委員会規則で定
　めるもののうち、通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道そ

　（２）　［略］
　（３）　前項第３号に掲げる職員　交通機関等を利用せず、かつ、
　　自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の
　　通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事
　　情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前２号に定
　　める額、第１号に定める額又は前号に定める額

３　第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、人事委員会規則で定
　めるもののうち、通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道そ
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　の他の交通機関等（第１号において「特急列車等」という。）で
　その利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改
　善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その
　利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相
　当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。
　第１号において同じ。）を負担することを常例とするものの通勤
　手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手
　当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 （１）　特急列車等に係る通勤手当　支給単位期間につき、人事委
　　員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期
　　間の通勤に要する特別料金等の額の２分の１に相当する額（特
　　急列車等を利用しなければ人事委員会規則で定める基準に照ら
　　して通勤困難であると認められる職員にあっては、４分の３に
　　相当する額）。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して
　　得た額（以下この号において「１箇月当たりの特別料金等２分
　　の１等相当額」という。）が３万円を超えるときは、支給単位
　　期間につき、３万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（当
　　該職員が２以上の特急列車等を利用するものとして当該特別料
　　金等の額を算出する場合において、１箇月当たりの特別料金等
　　２分の１等相当額の合計額が３万円を超えるときは、当該職員
　　の特急列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長
　　い支給単位期間につき、３万円に当該支給単位期間の月数を乗
　　じて得た額）
　（２）　［略］

４～６　［略］
　（単身赴任手当）
第５条の10　［略］
２　［略］
３　職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫
　その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法
　人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者（以下「職
　員以外の地方公務員等」という。）であった者から引き続き給料
　表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母
　の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により

　の他の交通機関等（第１号及び次項において「特急列車等」とい
　う。）を利用し、その利用に係る特別料金等（その利用に係る運
　賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する
　額を減じた額をいう。第１号において同じ。）を負担することを
　常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次
　の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とす
　る。

  （１）　特急列車等に係る通勤手当　支給単位期間につき、人事委
　　員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期
　　間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額（次項において
　　「特別料金等相当額」という。）

　（２）　［略］
４　運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通
　機関等が２以上ある場合においては、その合計額）、第２項第２
　号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で
　除して得た額（特急列車等が２以上ある場合においては、その合
　計額）の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前２項
　の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間の
　うち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の
　月数を乗じて得た額とする。
５～７　［略］
　（単身赴任手当）
第５条の10　［略］
２　［略］
３　新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を
　移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得な
　い事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員
　で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に勤務する公署に
　通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基
　準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活す

　、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用
　の直前の住居から当該適用の直後に勤務する公署に通勤すること
　が通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして
　困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況
　とする職員（任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職
　員に限る。）その他第１項の規定による単身赴任手当を支給され
　る職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会
　規則で定める職員には、前２項の規定に準じて、単身赴任手当を
　支給する。
４　［略］
第６条の２の２　［略］
２　職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用

　ることを常況とする職員その他第１項の規定による単身赴任手当
　を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして
　人事委員会規則で定める職員には、前２項の規定に準じて、単身
　赴任手当を支給する。

４　［略］
第６条の２の２　［略］
２　職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫
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　を受ける職員となって特地公署又は準特地公署に勤務することと
　なったことに伴って住居を移転した職員（任用の事情等を考慮し
　て人事委員会規則で定める職員に限る。）、新たに特地公署又は
　準特地公署に該当することとなった公署に勤務する職員でその特
　地公署又は準特地公署に該当することとなった日前３年以内に当
　該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前
　項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認
　められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員
　会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手
　当に準ずる手当を支給する。

　（管理職員特別勤務手当）
第７条の２　第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定す
　る職を占める職員（次項において「対象職員」という。）が臨時
　又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例
　第２条第５項、第７項及び第８項の規定に基づく週休日又は祝日
　法による休日等若しくは年末年始の休日等（次項において「週休
　日等」という。）に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特
　別勤務手当を支給する。
２　前項に規定する場合のほか、対象職員が災害への対処その他の
　臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前
　５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
　は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

３　管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に
　応じ、当該各号に定める額とする。

　（１）　第１項に規定する場合　同項の勤務１回につき、１万 2,0
　　00円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（当
　　該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤
　　務をした職員にあっては、その額に 100分の 150を乗じて得た
　　額）
　（２）　［略］
４　［略］
第８条の２　次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の
　規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に
　掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、
　支給しない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する

　その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法
　人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者
　から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署又は準
　特地公署に勤務することとなったことに伴って住居を移転した職
　員（任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る
　。）、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公
　署に勤務する職員でその特地公署又は準特地公署に該当すること
　となった日前３年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住
　居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員
　との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で
　定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の
　規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
　（管理職員特別勤務手当）
第７条の２　第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定す
　る職を占める職員（次項において「対象職員」という。）が臨時
　又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例
　第２条第５項、第７項及び第８項の規定に基づく週休日又は祝日
　法による休日等若しくは年末年始の休日等（次項において「週休
　日等」という。）に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員
　特別勤務手当を支給する。
２　前項に規定する場合のほか、対象職員が災害への対処その他の
　臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前５時までの間
　（週休日等に含まれる時間を除く。）であって正規の勤務時間以
　外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務
　手当を支給する。
３　管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に
　応じ、当該各号に定める額（前２項に規定する勤務に従事する時
　間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては
　、その額に 100分の 150を乗じて得た額）とする。
　（１）　第１項に規定する場合　同項の勤務１回につき、１万 2,0
　　00円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

　（２）　［略］
４　［略］
第８条の２　次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の
　規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に
　掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、
　支給しない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する

　　支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除
　　く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁
　　錮以上の刑に処せられたもの　
　（４）　次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める
　　処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、そ
　　の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に
　　処せられたもの又は懲戒免職の処分を受けたもの
第８条の３　任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされ
　ていた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当
　の支給を一時差し止めることができる。
　（１）　当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係
　　る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ

　　支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除
　　く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘
　　禁刑以上の刑に処せられたもの　　
　（４）　次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める
　　処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、そ
　　の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑
　　に処せられたもの又は懲戒免職の処分を受けたもの
第８条の３　任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされ
　ていた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当
　の支給を一時差し止めることができる。
　（１）　当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係
　　る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ
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　　いて禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（
　　昭和23年法律第 131号）第６編に規定する略式手続によるもの
　　を除く。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定して
　　いない場合　
　（２）　［略］
２　［略］
３　任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該
　当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さ
　なければならない。ただし、第３号に該当する場合において、一
　時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事
　件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一
　時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りで
　ない。
　（１）　一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ
　　た行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった
　　場合
　（２）・（３）　［略］
４～６　［略］
　（特定の職員についての適用除外）
第８条の11　［略］
２　第３条の２、第５条の２から第５条の４まで、第５条の６、第
　５条の８、第６条の２及び第６条の２の２の規定は、定年前再任
　用短時間勤務職員には適用しない。
　（管理職手当等の支給方法）
第８条の12　管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、時
　間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末
　手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規
　則で定める。

　　いて拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法
　　（昭和23年法律第 131号）第６編に規定する略式手続によるも
　　のを除く。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定し
　　ていない場合
　（２）　［略］
２　［略］
３　任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該
　当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さ
　なければならない。ただし、第３号に該当する場合において、一
　時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事
　件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一
　時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りで
　ない。
　（１）　一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ
　　た行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかっ
　　た場合
　（２）・（３）　［略］
４～６　［略］
　（特定の職員についての適用除外）
第８条の11　［略］
２　第３条の２、第５条の２及び第５条の３の規定は、定年前再任
　用短時間勤務職員には適用しない。
　
　（管理職手当等の支給方法）
第８条の12　管理職手当、地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手
　当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤
　勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める
　。

　　別表第１から別表第５までを次のように改める。



─ 8 ─

宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 9 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 10 ─

宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 11 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 12 ─

宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 13 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 14 ─

宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 15 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 16 ─

宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 17 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 18 ─

宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 19 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 20 ─

宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 21 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 22 ─

宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 23 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 24 ─

宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号



─ 25 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ７ 年 ３ 月 27 日（木曜日）　号外　第 12 号
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